
問い合わせ　（一財）岩手県建築住宅センター沿岸支所　☎55-5742
　　　　　　（大町1-4-7 大町復興住宅４号棟１階）

かまいしエール券（第７弾）の利用期限が迫っています！
　令和7年12月に販売した「かまいしエール券（第7弾）」の利用期限は、2月28日㈯までです。
　利用期限を過ぎると利用ができなくなりますので、未利用のかまいしエール券をお持ちの人は、
お早めにご利用ください。

かまいしエール券取扱店の皆さんへ
　利用済みのかまいしエール券の換金請求期限は、3月8日㈰までです。期限後は換金ができ
なくなりますので、忘れずに手続きをお願いします。

問い合わせ　（一社）釜石観光物産協会　☎27-8172

受付期間　【定期募集】2月16日㈪～ 27日㈮
　　　　　【随時募集】2月24日㈫～先着順
　　　　　【定住促進】2月16日㈪～先着順
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く9 時～ 17 時）
申込方法　�入居要件の確認が必要ですので、まずはお問い合

わせください
　　　　　※�入居要件を満たす場合は、東日本大震災で被災

していなくても、すべての復興住宅に、入居で
きるようになりました

入居指定日　【定期募集】令和8年4月1日㈬
　　　　　【随時募集】申込後、約1カ月半後
　　　　　【定住促進】入居者決定後、設定
　　　　　※�この日に入居しない場合でも、家賃はこの日か

ら発生します
そ の 他　・申し込み多数の場合は、抽選となります
　　　　　・復興住宅には自治会などがあります

　ペット同行避難の避難所での対応を実証します。
日　　時　２月21日㈯　10時～
※サイレンや防災無線での案内はありません。時間までにお越しください
場　　所　甲子小学校（ペットの居住スペースを設けます）
内　　容　ペットの受付・案内、人との動線切り分け、ペットの様子確認、意見交換など
持 ち 物　【必須】ケージ、狂犬病予防注射済が確認できるもの
　　　　　ペットシーツ、うんち袋など、普段外出の際に準備するもの

市営住宅・復興住宅の入居者、上平田定住促進住宅の
入居者を募集します

問い合わせ　市生活環境課　☎27-8453

ペットを連れて避難してみましょう （実証テスト）犬・猫を飼っている人

入居者を募集する住宅
【定期募集】

階 募集戸数
上中島復興住宅2号棟 3 １LDK：１戸
大渡復興住宅 4 １LDK：１戸
大町復興住宅3号棟 2 １LDK：１戸
大町復興住宅5号棟 3 １LDK：１戸
只越復興住宅3号棟 2 １LDK：１戸
大只越復興住宅2号棟 1 ２LDK：１戸
天神復興住宅 3 １LDK：１戸
鵜住居復興住宅（戸建） − ２LDK：１戸
片岸復興住宅（戸建） − ２LDK：１戸
【随時募集】

階 募集戸数
大石復興住宅（戸建） − １LDK：１戸
尾崎白浜復興住宅（戸建） − １LDK：１戸
尾崎白浜復興住宅（戸建） − ２LDK：１戸
唐丹片岸復興住宅（戸建） − ２LDK：１戸
花露辺復興住宅 2 ２LDK：１戸
小白浜復興住宅1号棟 2 １LDK：１戸
小白浜復興住宅１号棟 3 ２LDK：１戸
荒川復興住宅（戸建） − ２LDK：１戸
箱崎白浜復興住宅（戸建） − １LDK：１戸
日向復興住宅 4 ３DK：１戸
室浜復興住宅（戸建） − １LDK：１戸
根浜復興住宅（戸建） − ２LDK：１戸
箱崎復興住宅（戸建） − ２LDK：１戸
箱崎復興住宅（戸建） − １LDK：１戸
鵜住居復興住宅2号棟 1 １LDK：１戸
鵜住居復興住宅2号棟 2 ２LDK：１戸
【上平田定住促進住宅】 ３DK：２戸

林野火災注意報の発令基準
（１月～５月の期間）

①�前３日間の合計降水量が１ｍｍ以下　かつ　前30日間の合計降水量が30ｍｍ以下
②�前３日間の合計降水量が１ｍｍ以下　かつ　乾燥注意報が発表された場合
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない

林野火災警報の発令基準
（１月～５月の期間） 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報等が発表された場合。

火の使用制限に違反すると
林野火災注意報
　⇒ 罰則を伴わない注意喚起
林野火災警報
　⇒ 30万円以下の罰金または拘留

　林野火災注意報・警報が発令された場合、市ホームページや防災行政無線などで周知、広報します。

「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用開始　火の用心をお願いします

問い合わせ　市防災危機管理課　☎27-8441

問い合わせ　釜石大槌地区行政事務組合消防本部　消防課予防係　☎22-1642
　　　　　　釜石消防署予防係　☎55-6117

3月1日㈰ ８時30分～日 時

災害は、いつ・どこで発生するかわかりません。市民の皆さんの積極的な参加をお願いします。

◦シェイクアウト訓練
　・8時30分に防災行政無線で緊急地震速報の警報音を鳴らします
　・机の下に隠れるなど、落下物から身を守る行動を取ってください
◦津波災害緊急避難場所への避難
　・�津波浸水想定区域にいる人は、避難の呼びかけを待たず、直ちに近くの高台か津波緊急避難場
所に避難してください

　・�８時33分に防災行政無線で数回、大津波警報のサイレンを鳴らし、避難指示を伝達します
　・�一度避難したら、終了の放送が鳴るまで低い所には戻らないでください
　【注意事項】　避難するときは、車を使わないでください　※避難行動要支援者の避難を除く

避 難 訓 練 津波緊急避難場所までの避難経路と
避難にかかる時間を確認しましょう！

　◦�訓練の前日あるいは訓練中に災害が発生した場合や、災害が発生するおそれの
ある場合、訓練を中止することがあります

　◦�昨年12月には「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が初めて発表されました。
非常持出袋の準備や避難場所・避難経路の確認、家具の固定などの備えを行い
ましょう

釜石市地震・津波避難訓練

浸水想定区域や緊急避難場所
への最短経路を確認できます

釜石市web版
ハザードマップ

訓練を中止する場合

日頃から災害に備えましょう！

　今回の避難訓練に合わせて、3月1日㈰午前中に図書館の学生利用室で災害対策本部運
営訓練を行います。そのため、学生利用室の利用時間は13時～ 17時となります。

制限される火の使用の例

山林での火入れ 花火や火遊びたき火 燃えやすい物の近くで喫煙

　火災予防条例が改正され「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が始まっています。
　林野火災のほとんどは、たき火などの人の行為によって発生しています。皆さんの林野火災予防への
ご理解、ご協力をお願いします。
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